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 委託業務の目的 

石綿関連疾患者数は今後も増加が予想されており、石綿による健康被害の早期発見、早期救済

が課題である。環境省では、石綿検診（仮称）モデルの実施に伴う課題等を検討するため、「石

綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」を実施し、令和２年３月には「石綿ばく露者の健康管理

に係る試行調査の主な結果及び今後の考え方について（最終とりまとめ）」（石綿ばく露者の健康

管理に関する検討会）が示され、一般住民については、既存検診の機会を利用して石綿関連疾患

が発見できるような体制を整備することが望ましいとされた。 

本業務である「石綿読影の精度に係る調査」（以下「読影調査」という。）は、既存検診の機会

を活用して石綿関連疾患が発見できる体制の整備に資するため、石綿関連疾患の読影精度向上

に向けた知見を収集することを目的に調査を行うものである。 

 

 委託業務の実施場所 

 広陵町けんこう福祉部けんこう推進課（保健センター）  等 

 

 委託業務の実施期間 

 令和６年８月１日から令和７年３月１４日 

 

 委託業務の実施内容 

１.参加対象者 

原則として、下記条件を満たす者を参加対象者とした。  

①広陵町が実施する読影調査の内容を理解し、読影調査への協力に同意する者 

②既存の胸部エックス線検査画像を提供可能な者 

 

ただし、参加時に呼吸器疾患で医療機関を受診している又は受診する必要がある者（既存検診

等において要精密検査とされている者など）は、医療による検査を受けていただくことが最優先

であることから、本調査の対象外とした。 

 

２.実施方法 

石綿読影の精度に係る調査 

 広報活動 

広陵町は、参加者の募集に関して、奈良県の石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査に参

加者のうち、広陵町へ個人情報を提供することに同意した者に対し、郵送にて広報活動を行

った。 

 受付、問い合わせ対応 

広陵町は、電話等で参加者の受付や問合せに対応した。 

参加者に対しては、インフォームドコンセントに注意し、読影調査の説明を行った上で、同

意書（別添１）により同意をとった。 

 石綿ばく露の把握 

広陵町は、「エ.石綿関連疾患の評価」を行う際の参考情報として、調査票（別添２）を用

いて、参加者の石綿ばく露の状況を把握した。 

 石綿関連疾患の評価 
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ａ）胸部エックス線検査画像の取り寄せ及び１次読影 

広陵町は、参加者の胸部エックス線検査画像及び検査結果取り寄せた。既存検診から取り

寄せを行った場合は、既存検診の自己負担分に相当する額及び取り寄せ費用について、読影

調査の委託費で負担した。 

次に、広陵町は、一般財団法人奈良県健康づくり財団に委託し、上記画像について石綿関

連疾患を念頭に置いた読影（以下「１次読影」という。）を行なった。１次読影では、1 次

読影チェックシート（別添３）を用いて、画像所見等の有無や石綿読影による判定を行った。

なお、1次読影を行う際は、既存の胸部エックス線撮影日からなるべく間を空けずに実施す

るよう努めた。 

次に、広陵町は、１次読影実施者の調査票、胸部エックス線検査画像、１次読影チェック

シート及び１次読影時のその他参考資料を環境省又は環境省から調査を請け負う事業者に

送付した。 

広陵町は、１次読影で｢精密検査不要｣と判定された者に対して、事務局からの２次読影の結

果を踏まえ、最終的な石綿読影の結果を通知した。 

ｂ）精密検査 

広陵町は、上記読影において所見が見られ、「要精密検査」と判定された者はいなかった。 

広陵町では、上記読影において所見が見られ、「要精密検査」と判定された者のうち、「要

精密検査（石綿関連疾患疑い・呼吸器疾患疑い）」と判定された者が精密検査を受診した場合

は医療機関から精密検査の診断結果を取り寄せ、その際、精密検査として胸部CT 検査を実

施した場合は、胸部CT 検査画像についても取り寄せることとしていた。取り寄せた診断結

果及び胸部CT 検査画像は、事務局へ送付するとともに１次読影実施医療機関へフィードバ

ックし共有することで、翌年以降の読影調査の活用に努めることとした。 

また、広陵町は、精密検査において石綿関連疾患（疑い含む）と診断された者に対して、

必要に応じて石綿健康被害救済制度や労災保険制度等について案内を行こととしていた。 

なお、広陵町は精密検査の診断結果の取り寄せを行った場合は、別添４｢精密検査にかかる

費用負担について｣に掲げる費用について、読影調査の委託費で負担することとしていた。 

 会議等への参加 

広陵町は、担当者が環境省主催の自治体連絡会議及び検討会等に参加した。 

 

有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査 

広陵町は、事務局が読影調査とは別途実施する「有所見者の疾患の早期発見可能性に関す

る調査」について、住民への周知や事務局からの問い合わせ等に協力した。 
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３.委託業務報告 

（１）令和６年度石綿読影の精度に係る調査報告 

表１～表６のとおり 
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（２）参考資料 

別添１～別添８のとおり 
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別添２ 



 

- 10 - 

 

 

 

別添３ 
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別添4 
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別添5 
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別添7 



 

- 15 - 

 

別添8 
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令和６年度石綿読影の精度に係る調査（広陵町）委託業務 

 

令和７年３月１４日 

 

発注者   環境省大臣官房 

環境保健部企画課石綿健康被害対策室  

        TEL：03-5521-6558    

E-mail ISHIWATA@env.go.jp 

 

受託者   住所 奈良県北葛城郡広陵町大字笠１６１番地２ 

      名称 広陵町けんこう福祉部けんこう推進課 


